
公布された条例のあらまし

◇鳥取県基金条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

高齢者、障がい者等の生活を地域で支え合う活動の支援及び生活環境の整備を行うことを目的とする新たな

基金を設置する。

２ 条例の概要

(１) 次のとおり新たに基金を設置し、基金の運営に関し必要な事項を定める。

名 称 設 置 目 的

とっとり支え愛基金 高齢者、障がい者等が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう

にするため、これらの者の生活を地域で支え合う活動の支援及び

生活環境の整備を行うこと。

(２) 施行期日は、公布日とする。


